
津幡町公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和８年６月４日 

 

                          石川県津幡町長 吉 田 克 也   

 

津幡町規則第２０号 

津幡町公印規則の一部を改正する規則 

津幡町公印規則（昭和５７年津幡町規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「  町長印３
号 

方ミリ３
０ 

てん書 町長名をもっ
てする表彰状
に類する文書 

総務課
長 

１ 

 」 

を 

 
「  町長印３

号 
 削除 

」 
に 

改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


